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経 済 民 生 常 任 委 員 会 記 録 
 

令和７年３月18日（火）午後１時13分～午後１時20分（第３委員会室） 

 

○出席委員（９名） 

委 員 長 根本 雅昭 

副委員長 二階堂利枝 

委  員 七島 奈緒 

委  員 佐原 真紀 

委  員 白川 敏明 

委  員 後藤 善次 

委  員 村山 国子 

委  員 羽田 房男 

委  員 真田 広志 

 

○欠席委員（なし） 

    

○市長等部局出席者（なし） 

 

○案  件 

  所管事務調査「持続可能な農業の振興に関する調査」 

  １ 条例改正素案について 

  ２ その他 

                                              

               午後１時13分    開  議 

（根本雅昭委員長）それでは、ただいまから経済民生常任委員会を開会いたします。 

 議題は、お手元に配付のとおりです。 

 持続可能な農業の振興に関する調査についてを議題といたします。 

 初めに、条例改正素案についてを議題といたします。 

 昨日は、前文から第５条までご確認いただきました。 

 本日は、第６条から第13条まで検討したいと思います。ただ、関連があればこれにこだわりません

ので、ご意見いただければと思います。 
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 では、まず第６条ですけれども、第６条は変更ございませんので、第７条からご説明したいと思い

ます。改正部分のみ説明していきたいと思います。第７条、農業の担い手の確保等でありますけれど

も、主なものについて、農業の担い手の確保のために効率的、安定的な経営体の育成を図るための教

育、研修及び就農支援の充実その他の措置を講ずるものとするというもともとの条文でございました

けれども、ここに教育、研修などの具体的内容として、所管事務調査中に出された生産技術の習得及

び向上、経営管理能力の向上といった具体的な文言を追加しております。また、それらの支援を伴走

支援で行うようにという、そういった文言も教育、研修の後に追加しておりますので、ご確認いただ

ければと思います。 

 続いて、第９条になります。優良農地の確保についてでありますけれども、耕作放棄地について、

耕作放棄地の利用という文言のみでしたけれども、その間にこれを抑制する必要があるだろうという

ことで、所管事務調査で出された内容の抑制及びという文言を追加しまして、耕作放棄地については

耕作放棄地の抑制及び利用というふうに改めております。 

 続いて、第10条、優良品種の検討について、品質の向上など、それについて書いてある条文でござ

いますけれども、ここに試験研究機関や大学等との連携という文言を所管事務調査のご意見の中から

追加してあります。 

 続いて、第12条、こちらは法改正のあった場所でございますけれども、ＧＡＰについてご意見がご

ざいましたので、具体的には農業生産工程管理の取組の推進による高い品質を有する品種の導入の促

進及びという文言を条文中に追加しております。 

 続いては第13条、環境と調和した農業の推進ということで、有機農業に関して様々なご意見をいた

だいておりましたので、自然循環機能について、昨日も若干こういった項目ありましたけれども、そ

れとともに有機農業をはじめとする化学的に合成された肥料及び農薬等を低減した農業の推進並びに

農産物の認証に係る理解の促進等の施策を講ずるものとするという条文を今回加えております。 

 このように改正の素案を第６条から第13条まで正副手元で作成いたしましたので、若干黙読の時間

を昨日と同じように取りたいと思いますので、一旦録音を停止したいと思います。 

     【資料黙読】 

（根本雅昭委員長）それでは、黙読していただきましたので、このように条例改正案を進めたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

     【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

（根本雅昭委員長）異議なしですので、それではそのように進めさせていただきます。 

 その他委員の皆様から何かございますか。 

     【「なし」と呼ぶ者あり】 

（根本雅昭委員長）では、明日は委員会終了後、続きの部分について協議したいと思いますので、お

持ち帰りいただいて、またお読みいただければと。 
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（後藤善次委員）この先続けないで分けるというのは何か意味があるのですか。 

（根本雅昭委員長）特にはないですが、分けたほうが集中してその部分を見られるかなということで

すので。終わってからまたお時間を取りたいと思いますので。ただ、それぞれ関連する部分もありま

すので、もしご意見があれば協議している条文以外でもご意見いただいてももちろん構いませんので。

明日は、総合的なご意見で一応まとめということで進めさせていただきたいと思います。特に全体を

通しての内容です。 

 それでは、そのように進めさせていただきたいと思います。 

 その他委員の皆様から何かございますか。 

     【「なし」と呼ぶ者あり】 

（根本雅昭委員長）それでは、なければ以上で経済民生常任委員会を終了いたします。 

               午後１時20分    散  会 

 

 

                         経済民生常任委員長   根 本 雅 昭 


